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研究成果の概要（和文）：検疫所での新型感染症の水際対策のために、サーモグラフィを手法と

して発熱を検出する方法について検討した。発熱患者群の顔面サーモグラフィと体温の相関は

有意ではなかった。また薬事法未承認のサーモグラフィ装置は、バラツキが大きいことが判明

した。これらの結果から、現在の判定方法ではパンデミックの回避は困難であることがわかっ

た。そこで、顔面サーモグラフィの画像パターンによる方法を提案した。 

 
研究成果の概要（英文）：For front-line containment of new infection in quarantine office, 
we examined a method of detecting fever by using thermography. There was no significant 
correlation with the face thermography and temperature of the group of patients with fever. 
Industrial thermography equipment that is not approved by the Pharmaceutical Affairs Law 
was identified to have a large variation in the temperature. From these results, the 
pandemic evasion was found to be difficult with using the present judgment method. 
Therefore, we suggested the method by the image pattern of the face thermography. 
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１．研究開始当初の背景 
2009 年､新型インフルエンザの水際対策と

して、日本政府は 4億 5千万円の税金を投資
して検疫所にサーモグフィを導入した。しか
し判定基準はなかったため、EBM のない低め
の温度をアラーム値に設定し発熱のスクリ
ーニングが行われた。その結果､成田空港の
検疫所で発熱していたにも関わらず陰性と
判断された感染者が都内で確認、後に同様の
例が多数報告され、水際対策の課題が指摘さ
れる事となった。科学的根拠のない判定基準
では、検疫所で感染症をくい止めることは不
可能であり、ガイドラインの確立が早急に求
められるようになった。 

 
２．研究の目的 
 研究の全体の構想は、新型インフルエンザ
や SARS のような感染症のパンデミックを水
際で食い止めるため、サーモグラフィを手法
として発熱を検出するガイドラインを確立
する事である。それによって、検疫所で感染
症の国内流入を防御し、日本国民の健康を守
ることを目指している。そこで、本研究の具
体的な目的は、健常者群と感染により発熱し
た患者群の皮膚温分布を比較し、発熱と断定
するための指標温度と皮膚温分布のパター
ンを明らかにし、感染制御のための発熱判定
のガイドラインを確立することである。 
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（1）健常者群とインフルエンザ患者群の顔
面サーモグラフィを比較し、発熱症状をサー
モグラフィで確認できるかを検証した。 
（2）インフルエンザ患者の顔面サーモグラ
フィと体温の相関性から、検疫所で用いられ
ているカットオフ値による判定方法が適切
かどうかを検証した。 
（3）サーモグラフィ装置を診断の目的に使
用する場合は、医療機器として薬事法の承認
が必要となる。しかし、検疫所で用いられて
いる装置のなかには、薬事法で承認されてい
ない、いわゆる工業用サーモグラフィ装置が
使われている場合がある。ヒトの診断を本来
の目的とせず製造されたサーモグラフィ装
置を用いて、ヒトの測定に適応させるには検
討の余地がある。そこで、薬事法承認サーモ
グラフィ装置と薬事法未承認サーモグラフ
ィ装置を比較し、検疫所で使用している機器
の適正について検証した。 
 

３．研究の方法 

（1）健常ボランティアの測定は、室温 25～
26℃・湿度 50％の人工気象室にて 20分以上
馴化をした後に行った。一方インフルエンザ
患者の測定は、診察後に研究内容を説明し、
同意を得られた患者のみ顔面のサーモグラ
フィ測定を行った。環境条件は室温 24.5～
26.0℃・湿度 40±10％にて行い、20分以上
馴化した後測定を行った。 
（2）インフルエンザ患者のサーモグラフィ
測定は､(1)と同様の方法にて行った。体温は、
上腕腋下を体温計で計測した温度を用いた。 
（3）サーモグラフィ装置の比較は、室温
26℃・湿度 40％の人工気象室にて、ヒト用１
機種と工業用 3機種のサーモグラフィ装置を
用い、高温域・中温域・低温域の 3種類の黒
体を測定した。10分間隔で 60分間測定し、4
装置同時に計測を行なった。 
 
４．研究成果 
（1）健常者群とインフルエンザ患者群の顔
面サーモグラフィの比較 
 健常者群の顔面体表温（平均値±S.D.）は、
前額部 34.7±0.4℃・右頬部 34.1±0.6℃・
左頬部 34.1±0.6℃・鼻尖部 34.5±1.0℃・
顎部 34.2±0.6℃であった。一方、発熱患者
の体表温は、前額部 36.3±1.9℃・右頬部 36.2
±1.8℃・左頬部 36.4±2.1℃・鼻尖部 36.4
±1.7℃・顎部 36.5±1.8℃であった。両群を
比較検定すると、健常者群に比べてインフル
エンザ患者群の顔面体表温は有意に高値で
あった（P＜0.05、Welch’s t-test）(図 1)。 
 インフルエンザ患者の顔面体表温は健常
者群に比べてどの部位においても有意に高
値であった。このことから、発熱症状をサー
モグラフィで確認することは可能であるこ
とがわかった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1健常者群とインフルエンザ患者群
の顔面サーモグラフィの比較 

 
（2）インフルエンザ患者の顔面サーモグラ
フィと体温の相関性 
 インフルエンザ患者の体表温と体温の相
関性（Spearman’s correlation coefficient 
by rank test）は、前額部（R=0.57・P=0.04）
（図 2）、右頬部（R=0.54・P=0.04）（図 3）、
顎部（R=0.67・P=0.01）（図 4）において有
意に相関が認められ、鼻尖部（図 5）と左頬
部（図 6）には有意な相関は認められなかっ
た。 
 顔面サーモグラフィと体温の相関性につ
いては、相関性が認められない顔面部位もあ
った。このことから、カットオフ値だけでの
判定では確実な発熱患者の検出は困難であ
ると考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

図 3 体温と皮膚温の相関（右頬部） 
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図 2体温と皮膚温の相関（前額部） 
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図 4体温と皮膚温の相関（顎部） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
図 5体温と皮膚温の相関（鼻尖部） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 6体温と皮膚温の相関（左頬部） 

 
（3）薬事法承認サーモグラフィ装置と薬事
法未承認サーモグラフィ装置の比較 
①指示温度の比較 
高温域は、ヒト用サーモグラフィ装置

48.3℃、工業用サーモグラフィ装置Ａ49.1℃、
工業用サーモグラフィ装置Ｂ49.7℃、工業用
サーモグラフィ装置Ｃ50.9℃であった。中温
域は、ヒト用サーモグラフィ装置 34.8℃、工
業用サーモグラフィ装置Ａ34.6℃、工業用サ
ーモグラフィ装置Ｂ35.2℃、工業用サーモグ
ラフィ装置Ｃ36.5℃であった。低温域は、ヒ
ト用サーモグラフィ装置 27.0℃、工業用サー
モグラフィ装置Ａ26.7℃、工業用サーモグラ

フィ装置Ｂ27.6℃、工業用サーモグラフィ装
置Ｃ29.1℃であった。再現性は、1 日目と 2
日目の指示温度の差は 0.0～0.5℃であった。
統計学的検討では、4 装置の間で指示温度に
有意差が認められた（P＜0.01）。 
 

②60分間の温度推移の比較 
高温域は、ヒト用サーモグラフィ装置

0.1℃、工業用サーモグラフィ装置Ａ0.1℃、
工業用サーモグラフィ装置Ｂ0.2℃、工業用
サーモグラフィ装置Ｃ0.9℃であった。中温
域は、ヒト用サーモグラフィ装置 0.0℃、工
業用サーモグラフィ装置Ａ0.2℃、工業用サ
ーモグラフィ装置Ｂ0.4℃、工業用サーモグ
ラフィ装置Ｃ0.7℃であった。低温域は、ヒ
ト用サーモグラフィ装置 0.3℃、工業用サー
モグラフィ装置Ａ0.7℃、工業用サーモグラ
フィ装置Ｂ0.3℃、工業用サーモグラフィ装
置Ｃ0.8℃であった。統計学的検討では、4装
置の間で 60 分間の温度推移に有意差が認め
られた（P＜0.02）。 
①と②の結果より、工業用サーモグラフィ

装置にはバラツキが認められた。このことか
ら、機器の補正なしで工業用サーモグラフィ
を用いてヒトを対象として測定する場合、発
熱の判定や正常値の算出には注意が必要と
考えられる。検疫所でのサーモグラフィが、
感染者の発熱症状を捉える目的で使用され
るのであれば、薬事法で承認された機器で測
定されることが望ましい。このような観点か
らも、工業用サーモグラフィ装置の感染制御
への適応については、今後も多くの議論の余
地がある。 
 

（4）健常者群と患者群の顔面サーモグラフ
ィ画像パターンの比較 
健常者の顔面サーモグラフィの画像パタ

ーンは 5 パターン(均一型、鼻尖部低温型、
頬部低温型、鼻尖頬部低温型、額部低温型)
に分類されることがわかった。一方、発熱患
者の顔面サーモグラフィの画像パターンは、
健常者群とは相違した特徴的な分布を示す
場合があることがわかった。また、成人アト
ピー性皮膚炎・ＳＬＥなどの、顔面に熱感を
自覚する疾患患者において、感染症によって
発熱した患者の顔面サーモグラフィとは違
った画像パターンが散見された。今後、さら
に継続してデータを蓄積し、疾患や感染症の
種類によって特徴的なサーモグラフィ画像
パターンを明らかにしていきたいと考えて
いる。 
サーモグラフィは画像診断法としての長

所があり、単純に温度を算出するだけの装置
ではない。発熱患者に特徴的な顔面温度分布
のパターン分布を判定基準に追加すること
が可能であれば、正診率が向上すると考えら
れる。 
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